
令和６年１１月 記 者 懇 談 会

日時 令和６年１１月２６日（火）

午後１時

場所 政策会議室

１ 市長あいさつ

２ 市政記者クラブからの質問事項 （幹事社 中日）

なし

３ 市からの発表事項

（１）一般社団法人新城市観光協会の事務所移転について （観光課）

（２）令和６年新城市議会１２月定例会提出議案について （行政課・財政課）

４ その他

資料提供・情報提供

（１）旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品販売を含む商業施設等の誘致に係る

サウンディング型(対話型)市場調査の実施結果の公表について

（鳳来地域課）

５ 行事予定表

次回開催日 １２月２５日（水）午前１０時３０分



新城市

報道機関発表資料

令和６年１１月２６日

令和６年６月３日に一般社団法人新城市観光協会が日吉地内に事務所を移転

しましたが、この地域が市街化調整区域であり、都市計画法第４３条第１項に違

反をしておりました。市として管理監督責任が果たされていなかったこと、また

９月定例会において、移転費用を補正予算で計上してしまったこと、深くお詫び

させていただきます。

今後につきましては、年内に移転をし、違法状態を解消します。

記

１ 事務所住所 新城市日吉字小袋６８－１

２ 準拠法令 都市計画法第４３条

３ 移転経緯 別紙記載

一般社団法人新城市観光協会の事務所移転について

【問合せ先】

産業振興部観光課 課長：横山 担当：早川

電話：0536-23-7613

FAX：0536-23-7047

E メール：kankou@city.shinshiro.lg.jp



一般社団法人新城市観光協会移転経緯

・平成３０年５月 新庁舎業務開始と同時に、勤労青少年ホームで新城市観光協会の

業務開始、行政財産目的外使用の許可を受ける。

・令和４年１２月 行政財産目的外使用施設の整理を行う中で、法人化するタイミン

グが近いことから、行政財産目的外使用の許可ではなく、貸付と

して継続利用をするか、別の場所へ移転をするか、当時の事務局

長に確認したところ、移転をする旨の回答をいただく。

この時から、移転することで話が進みだす。

・令和５年２月 一般社団法人新城市観光協会登記完了

・令和５年６月 新城市観光協会解散総会開催

一般社団法人新城市観光協会設立総会開催

・令和６年３月 移転に向けて物件を探すが条件の合う物件が見つからず、局員の

繋がりから紹介を受け、移転を決定。

元々は美容院であったため、事務所として利用するために改修が

必要であった。

移転先が決まったことは、観光課へ報告

この時点で、都市計画法に関する届出等が必要である認識は無し

・令和６年６月３日 移転を完了し、日吉地内で業務開始

・令和６年６月 移転先が市街化調整区域であり、都市計画法に違反しているので

はないかと話があり、都市計画課へ確認。違法状態であることを

認識する。観光協会へも違法状態であることを告げる。

・令和６年９月 ９月定例会において、移転に係る費用を補正予算として計上

・令和６年１１月 市民より公文書開示請求が提出され、都市計画法に違反している

事の重大性を認識する。



新城市

報道機関発表資料

令和６年１１月２６日

令和６年新城市議会１２月定例会に提出する議案は、下記のとおりです。

記

１ 日 時 令和６年１２月５日（木） 午前１０時

２ 場 所 新城市役所 議場

３ 内 容 提出議案

① 報告を行うもの １件

（報告第１８号）

② 条例の廃止に関するもの ２件

（第１３０号議案・第１３１号議案）

③ 予算に関するもの ７件

（第１２９号議案・第１３２号議案～第１３７号議案）

④ 財産の譲渡に関するもの １件

（第１３８号議案）

⑤ 人事に関するもの ２件

（第１３９号議案・第１４０号議案）

⑥ 指定管理者の指定に関するもの ７件

（第１４１号議案～第１４７号議案）

※ 各議案の内容は、別冊のとおりです。

令和６年新城市議会１２月定例会提出議案

【問合せ先】

総務部行政課 課長：長坂茂英

電話：0536-23-7611

F A X：0536-23-2002

E メール：gyousei@city.shinshiro.lg.jp



令和６年新城市議会１２月定例会議案

報告第１８号 専決処分事項の報告（工事請負契約の変更）

第１２９号議案 令和６年度新城市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承認

第１３０号議案 新城市作手担い手センターの設置及び管理に関する条例の廃止

第１３１号議案 新城市舟着地区コミュニティ・センターの設置及び管理に関する条

例及び新城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止

第１３２号議案 令和６年度新城市一般会計補正予算（第９号）

第１３３号議案 令和６年度新城市一般会計補正予算（第１０号）

第１３４号議案 令和６年度新城市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

第１３５号議案 令和６年度新城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

第１３６号議案 令和６年度新城市国民健康保険診療所特別会計補正予算（第２号）

第１３７号議案 令和６年度新城市宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）

第１３８号議案 市有財産の無償譲渡

第１３９号議案 人権擁護委員の候補者の推薦

第１４０号議案 人権擁護委員の候補者の推薦

第１４１号議案 新城市学童農園山びこの丘及び新城市鳳来ゆ～ゆ～ありいなの指定

管理者の指定

第１４２号議案 新城市もっくる新城の指定管理者の指定

第１４３号議案 新城市しんしろ福祉会館の指定管理者の指定

第１４４号議案 新城市西部福祉会館の指定管理者の指定

第１４５号議案 新城市もくせいの家ほうらいの指定管理者の指定

第１４６号議案 新城市いきいきライフの館の指定管理者の指定

第１４７号議案 新城市鳳来高齢者生きがいセンターの指定管理者の指定



新城市

報道機関発表資料

令和６年１１月２６日

旧鳳来総合支所等の跡地へ生鮮食料品販売を含む商業施設等を誘致するため、

市場性の把握、土地の売買・賃貸等の条件など、今後の公募方法（公募条件等）

の参考にすることを目的としたサウンディング型(対話型)市場調査を実施しま
した。

つきましては、対話の結果をとりまとめましたので、その概要を公表します。

記

１ サウンディング型(対話型)市場調査の参加者 ２団体

２ サウンディング型(対話型)市場調査の実施 令和６年９月２４日（火）から

() 令和６年９月２７日（金）まで

３ 公表資料 別添のとおり

旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品販売を含む商業施設等の誘致に係るサ

ウンディング型(対話型)市場調査の実施結果の公表について

【問合せ先】

鳳来総合支所 地域課 課長：請井 担当：平、鈴川

電話：0536-22-9933 FAX：0536-22-1170

E メール：hri-tiiki@city.shinshiro.lg.jp



令和６年１１月２６日

新城市鳳来総合支所地域課

旧鳳来総合支所等跡地への生鮮食料品販売を含む商業施設等の

誘致に係るサウンディング型(対話型)市場調査の実施結果の公表について

１ はじめに

新城市鳳来総合支所は、令和５年５月８日から新庁舎で業務を開始しました。これにより旧鳳来総合

支所、旧新城市開発センター及び旧総合庁舎（以下「旧支所等」という。）は解体撤去し、更地にします。

この更地にした跡地の利活用について、鳳来地区の市民を中心とした鳳来総合支所周辺地域総合開発

計画策定委員会により検討を行い、令和５年２月に「鳳来総合支所等の跡地活用に関する事項について」

が答申されました。答申では、跡地活用として、生鮮食料品が買える場所、日常又は定期的に市民、観

光客等が集い、交流ができる場所の２点が挙げられています。

本市ではこの答申を受け、旧支所等の跡地へ生鮮食料品販売を含む商業施設等を誘致するために、土

地活用に関心のある事業者と市場性の把握、土地の売買・賃貸等の条件について直接対話するサウンデ

ィング型(対話型)市場調査を実施しました。ついては、その結果をとりまとめましたので、その概要を
公表します。

２ サウンディング型（対話型）市場調査の実施スケジュール

令和６年７月２５日（木） サウンディング型（対話型）市場調査実施要綱の公表

令和６年９月４日（水） サウンディング型（対話型）エントリーシートの提出期限

令和６年９月２４日（火）～２７日（金）サウンディング型（対話型）市場調査の実施

令和６年１１月２６日（火） サウンディング型（対話型）市場調査実施結果概要の公表

３ サウンディング型（対話型）市場調査の参加者

サウンディング型市場調査の参加者：２団体

４ サウンディング型（対話型）市場調査の概要

別表のとおり

５ サウンディング型（対話型）市場調査の結果を踏まえた今後の方針

今回のサウンディング型(対話型)市場調査により、２団体から旧支所等の跡地への生鮮食料品販売を
含む商業施設等の誘致に関して、実現の可能性をはじめ、事業化の課題や条件、その他の事業化の可能

性などについて様々なご意見・ご提案をいただきました。

今後、各事業者様からいただいたご意見等を参考に、旧支所等の跡地における生鮮食料品販売を含む

商業施設等の誘致をはじめとする利活用の方法や、公募方法等についての検討を進めていきます。
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別表（サウンディング型市場調査の概要）

提案・意見等

・自社で生鮮食料品は扱っていないが、店舗によっては野菜を仕入れて販売した実績はある。

・自社が出店する際にスーパーマーケット等の小売業者へ声をかけることは可能であるが、結果の約束はできない。

・依頼により、他業者の商品を自社で販売した実績はあるが、肉や魚については、今後も受けることはない。

・自社店舗とスーパーマーケットを併設する場合、駐車場を共有し別棟とする場合が多いが、跡地の面積では敷地が
狭いと思う。
  また、自社が１棟を建てスーパーマーケットをテナントとする形もあるが、スーパー撤退のリスクを自社が負わなけ
ればならない。テナントとして入れる方がメリットが大きいかどうかは会社がどう判断するかになる。

・市から土地を賃借し、自社で建物を建設してのスキームは、当社の規準を満たさない為、難しい。

・市が地域住民のインフラ整備の観点で、土地の造成と建物の建築に投資していただければ検討できるのではない
か。

・店舗の一般的な大きさは、延床で２２０坪程度。最低１８０坪程度はないと満足できる商品が確保できない。

・跡地前の国道は、愛知県と長野県をつなぐ道路である。新城の町中に複数のスーパーマーケットがあるが、それ以
北はほとんど無いので、設楽町、東栄町などを含めた商圏とする考え方もできる。

・敷地の形がいびつなので一概には言えないが小型店であれば駐車場込みで７００坪程度あれば計画できると思う。
残りの敷地は、市の提供できるサービスが併設しているとより良いものにできるのではないか。

・この敷地面積では、複数店舗の出店は難しいと思う。スーパーに、１００均、ドラッグストアの複合になるのが理想と
思うが、駐車場が共同になるので広大な駐車場が必要になる。このあたりだとドラックストアは多いので、そこに新規
出店は難しいのではないかと思う。また、店舗を大きくしたり、複合にしたりした場合、立地法の適用範囲となるため、
様々な行政協議が課題となってくる。

・自社の店舗は、日常的に利用いただける商業施設であるため、地元の方との交流は生まれると思う。

・防災協定を結んでいただければ地区の防災訓練の実施等を通じて交流をすることはできる.。

・長篠地区は、施設が集積する密度の高いエリアだと考えており、市民が交流する場所としては効果的な位置だと思
う。例えば、同一敷地内でのショッピングマーケットに加え、コミュニティ機能をもった道の駅、農産物直売所等の市民
に有益な施設と併設が考えられる。

・高齢の方が集まって談話するスペースや子供が遊ぶスペース、バス停が近いのでターミナルとつないで買い物がし
やすい環境を作る等しても面白いと思う。

・学校が近いので一画で児童生徒の作品展示をするのも面白いのではないか。

・自社で取り扱う商品の店舗については、出店の可能性はあると思う。
最終的には会社の判断になるが、条件によっては出店について検討したい。

・国道沿いであり、駅より徒歩数分と交通環境が良いため道の駅や観光につながる歴史博物館等の需要が高いので
はないかと考える。

・自社の店舗で１,０００坪程度は必要である。生鮮食品店と一緒にやるのであれば２,０００坪必要となる。また、土地
の形が悪いので無駄な場所が発生するため通常よりゆとりを持たせることが必要。

・他県では、補助金での支援や、時限的に固定資産税も減免するなどの話を聞く。他県では、建築費を半分出すとい
う話をいただいたき店舗を建設したこともある。

・敷地が不整形なため、実際使用できる部分は限られる可能性がある。このため、跡地全体の賃料を払うとなると非
効率でないかという判断が出てくるかもしれない。

・商圏の規模から売り上げの確保が難しいと考えている。単体での取り組みは難しいため、補助金や行政と事業所
間の協力が不可欠である。

・土地建物について助成があれば検討は可能と思う。賃料については、その上での相談となる。

・賃借を希望する。大半の小売業も同じだと思うが、現在は、車、パソコン等含めてリースとする流れになってきてい
る。建物の建設にも初期投資が必要なため、土地の購入となると足踏みしてしまう。

・購入は困難。賃借料の金額は、建物に投資いただけるスキームがあれば検討できると思う。

項目

答申内容(2)
日常又は定期的に市民、観光
客等が集い、交流ができる場
所に関する事業化の可能性に
ついて

答申内容以外での事業化の可
能性について

事業化への課題や条件につい
て

土地の購入・賃貸借等の希望
について

答申内容(1)
生鮮食料品が買える場所に関
する事業化の可能性について
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別表（サウンディング型市場調査の概要）

提案・意見等項目

・税制の優遇措置を受けられるのであれば活用したい。

・防災協定を締結させていただきたい。

・土地が無償であったとしても、建物投資をカバーできる売り上げは見込めないという認識でいる。土地と建物に対す
る助成が必要。

・出店に際しての要望の趣旨があれば示して欲しい。

・買い物困難地域に対して地域貢献の視点で出店を行っているところもある。　これらについては行政側からの助力
があったため。

・ドラックストアは、食料品と日用品、薬の全体を併せて利益がでる。
現在あるドラックストアに声をかけ、食料品の面積を増やして魚を取り扱うよう頼む方が現実的と思う。

その他

計画を具体化するに当たり、行
政に期待する支援や配慮して
ほしい事項等について

その他本事業への意見、市へ
の要望等について
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新　城　市　長　日　程　予　定　表 新城市

作成現在日：

日 曜日 行　　　　　　　　　　　　　　　事

1 日 8 ： 00 iRC TIRE CUP2024 新城 新東工業㈱

2 月

3 火 10 ： 00 新城市土地開発公社理事会 新城 本庁舎 政策会議室

13 ： 30 愛知県市町村職員共済組合第202回組合会 名古屋 アイリス愛知

4 水 9 ： 00 新城ロータリークラブ歳末たすけあい義捐金受納 新城 本庁舎 市長室

12 ： 30 新城ライオンズクラブ歳末助け合い義捐金受納 新城 新城観光ホテル本館

5 木 10 ： 00 市議会１２月定例会　本会議第1日 新城 東庁舎 議場

6 金 9 ： 00 部長会議 新城 本庁舎 政策会議室

16 ： 00 第４回五日会 新城 本庁舎 政策会議室

7 土 12 ： 00 愛知県市町村対抗駅伝競走大会 長久手 愛・地球博記念公園

8 日

9 月

10 火

11 水 10 ： 00 市議会１２月定例会　本会議第２日 新城 東庁舎 議場

12 木 10 ： 00 市議会１２月定例会　本会議第３日 新城 東庁舎 議場

13 金 10 ： 00 市議会１２月定例会　本会議第４日 新城 東庁舎 議場

14 土 10 ： 30 新城市手をつなぐ育成会主催「クリスマス会」 新城 レインボーはうす

15 日 9 ： 00 新城ロータリーカップ少年サッカー大会「第29回小学生の部」 新城 ふれあいパークほうらい

16 月

17 火 9 ： 00 予算・決算委員会 新城 東庁舎 議場

17 ： 00 山村離島振興懇談会 名古屋 KKRホテル名古屋

18 水

19 木 18 ： 00 新城防火協会年末役員会 新城 新城観光ホテル

20 金 10 ： 00 市議会１２月定例会　本会議第５日 新城 東庁舎 議場

18 ： 30 市民自治会議　提言 新城 本庁舎 4階会議室

21 土

22 日

23 月

24 火 9 ： 00 市政経営会議 新城 本庁舎 政策会議室

25 水 9 ： 00 定例議員報告会 新城 東庁舎 委員会室

10 ： 30 定例記者懇談会 新城 本庁舎 政策会議室

26 木 9 ： 00 政策検討会議 新城 本庁舎 政策会議室

13 ： 00 部長会議 新城 本庁舎 政策会議室

27 金

28 土 19 ： 00 新城市消防団年末夜警出発式及び特別巡視 新城 消防防災センター他

29 日

30 月

31 火

令和6年 12月

令和6年11月19日

時　　間 場　　　　　所


